
熊本県と県内市町村は、平成２５年度までに個人住民

税の特別徴収事業者への完全指定を実施します。



○お問い合せ先

・西原村役場税務課 (096)279-3111 直通電話(096)279-4395

・阿蘇地域振興局税務課 (0967)22-4527


